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先月に続いて、もう一つのエレベータ閉じ込め対策として『地震時管制運転装置』について説明をします。な

お次回は、耐震補強について紹介をします。 

 

 

地震の発生時、エレベータ利用者を避難させることが最優先課題です。そこで、地震を感知すると走行中のエ

レベータを自動的に最寄り階まで運行し、利用者が降りた後にドアを閉じて停止させます。 

地震はまず初期微動（P 波）を発生させ、その後主要動（S 波）を発生させます。地震時管制運転装置は、こ

の2つの波を利用したもので、VセンサーでP波を、HセンサーでS波を感知し、地震時に運転中のエレベー 

タを最寄り階まで移動運転させて戸を開

き、乗客を安全に避難させた後、運転を

停止させるシステムです。また最寄り階

まで移動する間にエレベータの安全装置

（注）が一時的に作動し、階と階の間に

非常停止しても、安全装置が正常に復帰

すれば、再度自動的に最寄階まで運転を

行う新しい機能“リスタート機能”を備

えています。 

（注）エレベータの走行速度が設定値を

越えている場合やドアの開閉装置に異

常を検出した場合等、正常運転に支障

をきたす恐れのある時に、乗りかごを

自動的に制動・停止させる装置 

 

 

 

 

 

 

第２２期管理組合通常総会第５号議案で承認された

「エレベータリニューアル（１０台）のための資金計画」

の素案ができつつあります。 

できれば借入も少なく、管理費等の値上げも小さなも

のにしたいと、理事の方々と協議中ですが、今般その概

要が見えてきましたので、その内容をご連絡しておきた

いと思います。 

①臨時総会を６月に開催 

②１０月の過ごしやすい頃に着手 

③エレベータが完全に停止する期間があります 

④管理費等の値上げ予定は現行より２０円／㎡アッ

プ程度になりそうです 

計算では専有面積６６㎡のタイプにお住の方は 

１，３２０円／月の増額となります。安全で安心なエレ

ベータ利用を目指して、ご協力よろしくお願いします。 

自自転転車車登登録録更更新新（（シシーールル販販売売））ににつついいてて  
２００８年度自転車登録の更新を下記要領で行い

ます。自転車所有者は必ずこの期間に登録のうえ、

新シール（白色）を貼付してください。 

－ 記 － 

登録受付日時：３月２４日（月）～４月５日（土） 

午前９時３０分～午後５時３０分 

※昼休み・日曜日は除きます 

販 売 場 所：管理事務所 

登 録 費 用：１，０００円 

なお廃棄される自転車はシールを取り除いて廃棄

札（管理事務所で交付します）をつけて、３月２１

日（金）の「粗大ゴミの日」にゴミステーションへ

出してください。 

毎年「クリーン作戦」の日に

は、約１００台余りのシール未

貼付自転車を自転車置場から

排除しなければなりません。不

用な自転車はこの機会に自ら

の手で処分してください。 

弱い地震の時は自動的に

運転を再開

強い地震の時は、点検確認

が終わるまで運転を休止 



グリーンだより 第１９８号               ２００８年（平成２０年） ３月 １０日   2/４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
いつ起きるかわからない大地震！その大地震をグリー
ンだより紙上で体験し「いかにして自分の命を守るか」
を考えるゲームです。地震想定日は、４月中旬の日曜日、
マンションの８階に住む主人公の大石さん家族がゆった
りとラジオで音楽を聞きながら朝食を食べているその瞬
間に発生した。目の前に広がる風景、あなたの生活、何
もかもが一変した。「大地震発生」「停電！静寂？余震へ
の前触れ」「助け合い」「広がる人の輪」「救え！尊い命！」
「救出！」「協力！」「避難！」第９回「ぬくもり！」に
引き続き、さて、あなたならこの体験を通して何を感じ
るのでしょうか？  
第１０回「要援護者」 
そこに民生委員の山下さんがやって来た。山下：「高齢者
や障害者の方々の安否確認に回っているんですが、情報
の集約などお手伝いできる人はいませんか？この状態で
は私たち民生委員だけでは無理です。一刻も早く安否を
確認しながらの確認集計作業は限界です」大石：「それな
ら、大島さん！情報の集約をお 
願いします」大島：「了解しました。 
ただ、個人のパソコンを使用して 
も良いのですが、大切なデータな 
ので、もし管理組合で所有するパ 
ソコンがあれば使用した方がより 
良いと思いますし、私以外が使用 
するのも気にせず利用できると思 
うのですが？」志村理事長：「管理 
組合の広報委員会が使用しているノートパソコンがあり
ますよ。それを使ってください」大石：「どんなパソコン
ですか？」大島：「何でもいいですよ。エクセルやワード
が使えれば十分です。私は本部で集計していきますので、
現在判っているデータをください」山下：「助かります。
とりあえず安否のとれている独居の高齢者と高齢者の家
庭です。順次判り次第報告していきますので、よろしく
お願いします」山田自治会長：「ちょっと待ってくださ
い！山下さん！民生さんの持っている情報には守秘義務
があるでしょう。だから、一般の人にそれらの情報を公
開するのは如何なものでしょうか？」山下：「そう言われ
ても他の民生委員さんや民生協力委員さんはケガをされ
ていて、どうしようもないんですよ。こういっている間
にも早く行って確認してあげなければならない方もいら
っしゃるんですよ」大石：「ふうーん。守秘義務ですか？
難しいものがあるのですね」 
 そこに平山さんが戻ってきた。平山：「あぁ、民生委員
さんの守秘義務に関してですね。それは以前気になった
ことがあって調べてみたんですよ。」大石：「平山さん、
もったいぶらずに早く教えてください」平山：「内閣府（防
災担当）災害応急対策担当と総務省消防庁国民保護・防
災部防災課と厚生労働省社会・援護局総務課災害救助・
救援対策室が協同して『災害時要援護者の避難支援ガイ
ドライン』を出しており、それにはこのように記載され
ているんです。「本人以外の者に提供することが明らかに
本人の利益になるときに、保有個人情報の目的外利用・
提供ができる場合があることを参考にしつつ、積極的に
取り組むこと。その際、避難支援に直接携わる民生委員、
自主防災組織等の第三者への要援護者情報の提供につい

 
 
 
 
ては、情報提供の際、条例や契約、誓約書の提出等を
活用して、要援護者情報を受ける側の守秘義務を確保
することが重要である」簡単に言えば、今の状態で情
報を自主防災組織と共有すること、そして安否を確認
することは『明らかに本人の利益になるとき』なんで
すよ」大島：「お話をしている 
間に、もう打ち込み可能なフォ 
ーマットができましたよ」大石 
：「仕事が早いね大島さん！じゃ 
、山下さん！大変でしょうが私 
たちも一緒に頑張りますから、 
力を合わせていきましょう！ 
そして、預かった情報は厳重に 
管理していきましょうね」 
津田：「そうです。高齢者の方々のところにも、今、焼
いているイカ焼きを届けましょうよ」 
そこに星崎さんが急いで帰ってきた。星崎：「どうや

ら雑排水管の破断した箇所がありそうだ！」 
＜参考条文＞ 
●災害時要援護者の避難支援ガイドライン（抜粋） 
『関係機関共有方式の積極的活用』より、市町村では、
関係機関共有方式を活用し、保有個人情報の目的外利
用・第三者提供のために個人情報保護審議会の審議等
を経ることについて消極的なところも多くみられる
が、国の行政機関に適用される「行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律」では、本人以外の者に
提供することが明らかに本人の利益になるときに、保
有個人情報の目的外利用・提供ができる場合があるこ
とを参考にしつつ、積極的に取り組むこと。その際、
避難支援に直接携わる民生委員、自主防災組織等の第
三者への要援護者情報の提供については、情報提供の
際、条例や契約、誓約書の提出等を活用して、要援護
者情報を受ける側の守秘義務を確保することが重要で
ある。このことにより、個人情報の取扱制度への信頼
も高まり、要援護者情報の共有も進んでいくことに留
意すること。なお、同意を得ることが困難な要援護者
については、例えば、災害時における保有情報の目的
外利用・第三者提供を一切拒否していることや、特定
の者・団体に対する情報提供を拒否していることにつ
いての登録制度を設けておくことも検討すること。 
●行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
（利用及び提供の制限）第８条 行政機関の長は、法令
に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保
有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならな
い。・・・四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の
作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供
するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本
人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供する
ことについて特別の理由のあるとき。 
  
  
＜＜安安否否確確認認登登録録・・掲掲示示板板ののおお知知ららせせ＞＞ 
グリーンシティ防災会では、携帯電話用のホームペ
ージに安否確認登録と掲示板を設営しています。書き
込み時には、共通のユーザー名：○○○ パスワード： 
○○○を入れてからサイト内に入ってくださいね。 
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 ３月の行事予定をお知らせします。 

卒業式 ３月１２日（水） 

修了式 ３月２４日（月） 
 

今年度もあと少しとなりました。 

１年間ご協力ありがとうございました。 

 

 

〈平成１９年度ＰＴＡ・少年団地区総会のお知らせ〉 

 「平成１９年度ＰＴＡ・少年団地区総会」を以下のと

おり開催いたしますのでご出席くださいますようお願

い申し上げます。 

  日時：３月１４日（金）午後７時３０分から 

  場所：集会所ホール 

 １年間小学校ＰＴＡおよび少年団活動にご理解、ご協

力ありがとうございました。 

 

〈３月の行事予定〉 

卒業式 ３月２１日（金） 

修了式 ３月２４日（月） 

 

 ３月３日（月）の立ち番は次の方でした。 

  ※溝之口交差点北側 Ｅ○○○ ○○さん 

  ※高架下      Ｂ○○○ ○○さん 

 Ｄ棟→Ｃ棟→Ａ棟→Ｂ棟→Ｇ棟→Ｆ棟→Ｅ棟の順で

回ります。 

 

 

  

１年間少年団活動にご理解ご協力いただきあり 

がとうございました。子ども達といっしょに役員 

一同楽しい時を過ごすことができました。 

  また、並行して新役員が活動しています。今後 

ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

  ２月２４日（日）廃品回収にご協力いただきあ 

りがとうございました。 

 
 

予定より２ヶ月程度遅れてしまいましたが、インター

ホン機器の動作不良が改修できました。 

敷地内への不審車両の出入りや迷惑駐車等、特に深夜

の安全性を少しでも高めるため、南側チェーンゲートを

以下のように閉鎖します。 

★閉鎖開始日：３月１７日（月） 

★閉 鎖 時 間：午後１１：００～午前８：３０ 

閉鎖時間内は管理事務所でのゲートの開閉は行い

ません。 

来客の送迎等でゲートを開ける必要がある場合は、各

居住者の責任においてリモコン操作を行ってください。

なお、敷地内駐車場を契約していない方でリモコンをお

持ちでない方も、１戸に１台はリモコンを所有すること

ができますので、管理事務所で購入の上ご利用くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ご意見、ご要望などをどしどしお書きください。（ご記名をお願いします） 

 

 

最近のグリーンシティにおける資源ごみの出し方を

見て、リサイクルのために我々市民が行うべき最低限

のルールを加古川市環境第一課に再確認しました。 

１．ペットボトルにキャップやラベルが付いたまま出

してあるが、リサイクルに支障はないか？ 

回答：キャップはペットボトルと素材が異なりますの

で必ず外してください。なお、外したキャップは「燃

えるゴミ」に出してください。ラベルもペットボト

ルと素材が異なりますが選別機で選別可能です。し

かし、最近のラベルは手でも剥がしやすくなってい

るので、できるだけ剥がすようにご協力をお願いし

ます。なお、外したラベルは「燃えるゴミ」に出し

てください。 

２．びんはかごの色で区分（青かごは無色びん、茶か

ごは褐色びん、黄かごはその他色びん）するが、そ

れを無視して乱雑に出された場合リサイクルに支障

はないか？ 

回答：無色、褐色のビンをリサイクルするためには一

定以上の純度が必要となるので、無色、褐色のビン

は確実に分別する必要があります。収集したびんは

市でも色および不純物についてさらに選別していま

すので、ご協力をお願いします。 

もうそろそろ「自分さえよければよい」という考え

は止めませんか！我々の子どもや孫の時代の地球環境

を考え、リサイクルに協力しましょう。また、放火対

策として燃えやすいごみ（燃えるごみ、資源ごみの紙・

衣類、ペットボトル）の前日出しは禁止です。最低限

の住まいのルールを守って暮らしましょう。 
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「いかなご」は、加工の状態によって、いくつもの
名前を付けられています。 
生の親イカナゴは、当然「いかなご」と呼びますが、
これを「かますご」と呼ぶ人もいます。 京都で、通常
「かますご」と呼ばれるのは、親イカナゴをボイルし
たものです。 
イカナゴの幼魚（せいぜい４～５センチ）を、「新子」
と呼びます。ただし、本来「新子」という呼び方は汎
用的なもので、イカナゴに限ったわけではないのです。
しかし、２月末から４月にかけて、関西地方で「新子」
といえば、イカナゴの幼魚を指します。 
この「新子」をボイルしたものが、やっぱり商品名
「新子」で流通しています。この「新子」をボイルし
て、乾燥させると、「かなぎちりめん」になります。略
称は「かなぎ」です。 
この「かなぎちりめん」を佃煮にすると、「こうなご」
（小女子）となります。なお、関東方面では「いかな
ご」自体を「こうなご」とも呼ぶようです。  
イカナゴの幼魚を、生のまま佃煮にすると「いかな
ご釘煮」になります。 

 

○自転車のとめ方がだらしないです。スタンドロック

を必ずしてください。        Ｂ棟居住者 

○ふとんたたきの音が建物に反響しています。ご近所

の迷惑にならないように注意してもらいたいです。 

                   E 棟居住者 

○ベランダに上の階から土や汚物が落ちてきて困って

います。洗濯物も干していますし、やめてほしいで

す。                Ｄ棟居住者 

 

 

Ｂ ○○○ ○○さん 

Ｂ○○○○ ○ さん 
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    棟     号    氏名                  

応募用紙 

３月の答え ﾌﾘｶﾞﾅ 

どしどしご応募ください！ 
 

応募締め切り日： ３月３１日

提 出 場 所：管理事務所

 

正解者 １２名のうち厳正な抽選の結果５名の方に

図書カードを贈呈します。 

先月号の正解 

暗号好きな街にこんな標識がありました。さて何の標識？ 
① マンガ家 
 

② 小学校 


